
2026 年 4月 30 日 

しずおか観光共創プラットフォーム事務局 

しずおか観光共創プラットフォーム 運営ルール 

１ 目的                                    

2024 年 12 月に策定した「静岡市観光基本計画」では、観光客一人あたりの消費額単価

の増加、宿泊者数の増加を目標とした様々な観光政策を“社会全体による共創”で進めて

いくことを掲げております。 

静岡市が有する観光に関する課題の解決は、行政だけの力では不可能であり、 

市民・地域社会・企業・教育機関・行政などの多様な主体による「協働・共創」が不可欠

です。 

そこで、2025 年７月に、多様な主体が自由に集まり、つながり、行動できる場として

「しずおか観光共創プラットフォーム」（以下、「プラットフォーム」という。）を創設しま

した。 

主な目的は、以下に掲げる２点となります。 

（１） 「観光共創」の機運醸成 

多様な主体が分野や領域を超え、社会全体が一体となり、共創で観光振興に取り組む機

運を高める。 

（２） 「観光共創」の取組を通じた地域経済活性化への貢献 

観光共創の取組を通じ、参加メンバー同士が情報を共有し、各自の強みを活かして協働

で取り組むことにより、宿泊者数増・観光消費額増につなげ、地域経済の活性化に貢献す

る。 

 

２ 参加                                    

（１） 参加メンバー 

上記の目的に賛同のうえ、静岡市の観光や地域活性化に取り組む意欲のある方は業種や

職種を問わず、すべての組織・団体・個人（※１）にご参加いただけます。 

なお、本ルールを守っていただけない場合は、やむを得ず退会をお願いする場合があり

ます。ご協力いただきますようお願いいたします。 

※１ 暴力団等反社会勢力を除く 

（２） 参加方法 

参加メンバー登録フォーム（https://forms.gle/WoPB9Ld5Pu5YeRfW9） 

より、必要事項を記入・送信してください。 

（３） 退会方法 

https://forms.gle/WoPB9Ld5Pu5YeRfW9


退会は自由です。事務局にご連絡ください。 

 

３ 事務局                                    

事務局：静岡市観光国際課・するが企画観光局 

事務局長：静岡市観光政策監 山下 幸男 

 

４ 活動内容とルール                              

（１） 情報の共有・発信 

観光に関する様々な情報(現状、トレンド、課題、施策、取組等)を参加メンバ

ーで共有する。また、要望や内容に応じて観光客等、外部に向けた情報発信を行

う。 

【実施の流れ】 

 ①別紙様式に必要事項を記入し、事務局へメールにて提出する。 

  ※記入済みの様式をそのまま掲載いたします。 

 ②事務局にて内容を確認し、毎月 15日・30 日（休日の場合はその直前の平日） 

にまとめ、「静岡観光ナビ」（ 「HOME」＞「事業者のみなさまへ」＞「しず

おか観光共創プラットフォーム」の「会員向けページ」）に掲出のうえ、

その旨をメールにて参加メンバーにお知らせいたします。 

（https://www.visit-shizuoka.com/business/feature/detail_207.html） 

 

【注意点】 

 ・外部向けの情報発信については、公益性の観点から実施可否を事務局にて 

  決定いたします。行わない場合、その旨を要望者に対しご連絡いたします。 

 ・配信希望日の一週間前までにはご提出をお願いいたします。配信を急ぐ場合等は、 

  事務局にご相談ください。 

 

（２） 意見交換・検討（ワークショップ等の開催） 

テーマを設定し、参加メンバー有志を構成員とするワークショップ、セミナー等を開

催し、意見交換や解決策等の検討を行う。 

※意見交換のテーマによっては、参加メンバー有志だけに限らず、広く一般からの参

加を募り開催する場合がある。 

 

【実施の流れ】 

 ①実施したいテーマ、企画の内容について事務局に相談する。 

https://www.visit-shizuoka.com/business/feature/detail_207.html


 ②日程や場所、募集の方法について事務局と調整を行い、決定・実施する。 

 ③実施結果の報告を行う。 

 

（３） その他 

活動内容は、上記に限らず参加メンバーのニーズに合わせ増やしていく予定です。 

提案があれば随時事務局にご連絡ください。 

 

５ 備考                                    

（１） 事務局に対するご連絡・ご意見・ご要望は、「６ 事務局連絡先」のＥメールを使

用してください。 

（２） 参加メンバー主体の情報発信に関する問い合わせやとりまとめについては、事務局

にて対応は行いません。様式に記載の連絡先までお問い合わせ下さい。 

（３） 不明な点やご意見などがあれば、遠慮なく事務局にご連絡ください。 

（４） 本ルールは、2026 年４月９日時点のものとなります。今後、変更の可能性があり

ますのでご承知おき下さい。改定の場合、都度参加メンバーに対して通知を行いま

す。 

６ 事務局連絡先                                

しずおか観光共創プラットフォーム事務局 

静岡市観光国際課/するが企画観光局   kyousou@visit-shizuoka.com 

mailto:kyousou@visit-shizuoka.com

